
令和２年度分市民税・県民税申告書の提出期限を延長します 

  令和２年度分市民税・県民税の申告書の提出期限は、令和２年３月１６日（月）とし

ておりますが、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、所得税の確定申告期

限が延長されたことを踏まえて４月１６日（木）まで延長します。

申告書の提出先は、各市税事務所市民税課及び市税分室市民税担当となります。

  なお、幸区役所、宮前区役所、多摩区役所に設けている臨時申告会場は、３月１６日

（月）までの開設になりますので御注意ください。

  申告書は郵送で提出することもできます。

◎申告書の提出先 

（受付時間：午前８時３０分から午後５時まで。土曜日・日曜日・祝日を除く。） 

                          【問合せ先】           

    川崎市財政局税務部市民税管理課 猪股 

電話 044-200-2218  

令和２年２月２８日
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